
平成１８年１０月１日に改正道路運送法が施行され、自家用自動車

を使用して有償にて旅客の移送サービスを行っている又は行おうと

するＮＰＯ等の方々は、サービスを行う地域を管轄する運輸支局長

の行う登録を受ける必要があります。

ＮＰＯ等の方々が行う自家用自動車を用いた

有償旅客運送については『登録』が必要となります。

登録の種類登録の種類

【福祉有償運送とは】

ＮＰＯ等が実費の範囲内であり営利

とは認められない範囲の対価によっ

て、自家用自動車を使用して行う原

則ドア・ツー・ドアの個別輸送サー

ビス

【運送対象旅客の範囲】

身体障害者、要介護者、要支援者 等

福祉有償運送福祉有償運送

【過疎地有償運送とは】

過疎地域において、ＮＰＯ等が実

費の範囲内であり営利とは認めら

れない範囲の対価によって、自家

用自動車を使用して行う輸送サー

ビス

【運送対象旅客の範囲】

過疎地域の住民及びその親族 等

過疎地有償運送過疎地有償運送

会員制 会員制

◇ 登録を受けることができる者は以下に限定されております。

➢ ＮＰＯ、市町村、公益法人、農業協同組合、消費生活協同組合、

医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会



➢ 運営協議会において協議が調っているか。

➢ 当該有償運送の実施に必要な自動車の保有がなされているか。

もしくは保有する計画があるか。

➢ 必要な要件を備えた運転者の確保がなされているか。

➢ 運行管理体制及び整理管理体制が適切に確保されているか。

➢ 事故発生時の連絡体制が適切に確保されているか。

➢ 計画車両の全てが任意保険等に加入しているかもしくは加入

する計画があるか。 等
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登録までの流れ登録までの流れ

①地域の関係者からなる 運営協議会 にて有償運送の必要性、対価 等を協議

※運営協議会の主宰者は市町村等各地方公共団体となります。

合 意合 意

② 有償運送を行う地域を管轄する 運輸支局 に対して 登録の申請

※申請に必要な書類等については、各運輸支局にお問い合わせ下さい。

自家用有償旅客運送を行うことができます！！

運輸支局における審査

審査クリア審査クリア

登 録登 録

北陸信越運輸局 ℡ 025-244-7579

新潟運輸支局 ℡ 025-285-3124

長野運輸支局 ℡ 026-243-4603

富山運輸支局 ℡ 076-423-0893

石川運輸支局 ℡ 076-291-7853

詳しくは最寄りの

運輸局旅客課または

運輸支局の輸送部門に

お問い合わせ下さい。

詳しくは最寄りの

運輸局旅客課または

運輸支局の輸送部門に

お問い合わせ下さい。

相談窓口


